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（目的）
第１条　この要綱は、地域住民相互のコミュニケーションの促進を図るとともに、泉大津市の広報活動への協力に寄与するため自治会が行う掲示板の設置等に対し、その費用を補助することについて、泉大津市補助金等交付規則（平成２１年泉大津市規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　自治会　市に自治会としての届出があった団体をいう。
⑵　掲示板　自治会が地域住民に対する情報提供及び公的機関等からの依頼による情報の周知等を目的として設置し、管理する掲示板をいう。
⑶　新設　掲示板のない場所に新たに掲示板を設けることをいう。
⑷　建替え　老朽化に伴い既存の掲示板を撤去し、同じ場所に掲示板を新たに設けることをいう。
⑸　修繕　掲示板の老朽化及び破損等よる原状回復することをいう。
⑹　移設　既存の掲示板をより効果的な場所に当該自治会区域内で移設することをいう。
（補助対象者）
第３条　この要綱により泉大津市自治会掲示板設置等補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることができるのは、自治会とする。
（補助対象）
第４条　補助対象とする掲示板は、地域住民への周知の効果が期待できる場所に新設するもの及び設置場所において建替えするものとし、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
⑴　設置場所の管理者等からその掲示板の設置等について承諾を得ているものであること。
⑵　自治会が、維持、安全管理及び利用を行うものであること。
⑶　営利事業、政治活動及び宗教的な活動を目的とするものでないこと。
⑷　おおむね１０年以上設置するものであること。ただし、風水害で撤去を要する場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
（補助対象経費）
第５条　補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
⑴　掲示板購入費
⑵　掲示板設置工事費（移設に係る工事費を含む）
⑶　建替えに伴う掲示板撤去費
⑷　掲示板修繕費
（補助金の額等）
第６条　補助金の額は、掲示板１基に対して補助対象経費に１／２を乗じた額とし、次の表のとおりとする。（千円未満切捨て）
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２　この要綱による補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
（交付申請）
第７条　自治会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、泉大津市自治会掲示板設置等補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
⑴　掲示板設置等予定箇所の場所を示す住所
⑵　掲示板設置等予定箇所の位置図及び現況写真
⑶　掲示板の設置等に係る見積明細書の写し
⑷　掲示板の大きさや形態が分かる資料等
⑸　その他市長が必要と認めるもの
（補助金の交付決定等）
第８条　市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、泉大津市自治会掲示板設置等補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
３　市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、その旨を泉大津市自治会掲示板設置等補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（申請の取下げ及び変更）
第９条　前条第１項の補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金交付の申請を取り下げようとするとき又は交付申請した内容を変更しようとするときは、泉大津市自治会掲示板設置等補助金交付決定取下げ・変更届（様式第４号）を、遅滞なく必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（交付決定取消通知等）
第１０条　規則第７条及び第１６条並びに本要綱第９条の規定による補助金交付決定の全部若しくは一部の取消し又は決定内容変更は、泉大津市自治会掲示板設置等補助金交付決定取消・変更通知書（様式第５号）により行うものとする。
（設置完了等の報告）
第１１条　補助事業者は、掲示板の設置等が完了したときは、泉大津市自治会掲示板設置等完了報告書（様式第６号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、指定の期日までに市長に報告しなければならない。
⑴　掲示板設置等完了箇所の場所を示す住所及び位置図
⑵　掲示板の設置等に係る注文請書
⑶　掲示板の設置等に係る仕様書
⑷　掲示板設置等費用の支出に係る証拠書類
⑸　掲示板設置等完了後の現況写真
⑹　設置場所の管理者等から掲示板の設置等の承諾書の写し
⑺　その他市長が必要と認めるもの
（補助金の額の確定）
第１２条　市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告の内容が補助金の交付の決定の内容（これに条件を付した場合にあっては、その決定の内容及び条件）に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、泉大津市自治会掲示板設置等補助金額確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付請求）
第１３条　前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、泉大津市自治会掲示板設置等補助金交付請求書（様式第８号）を、市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第１４条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
⑵　補助金を他の用途に使用したとき。
⑶　補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
（補助金の返還）
第１５条　市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
（報告）
第１６条　市長は、補助金を交付した後、必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求めることができる。
（その他）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

